
株式会社大阪ソーダが日東化工株式会社＜5104＞株式の変更報告書を
提出

東証スタンダードの日東化工株式会社＜5104＞について、株式会社大阪ソーダが2月17日付で財務局
に変更報告書（5%ルール報告書）を提出した。

提出理由は「発行者及び提出者の事業拡大と企業価値の向上」によるもの。

報告義務発生日は、2023年2月10日。


